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はじめに 

 

 松山市では、「笑顔広がる人とまち 幸せ実感都市 まつやま」の実現を目指し、一

般廃棄物（ごみ）処理基本計画を策定し、市民や事業者の皆様に御協力をいただきなが

ら、ごみ減量やリサイクルを推進しています。 

 その結果、環境省が全国の自治体を対象に実施している「一般廃棄物処理事業実態調

査」で、人口 50 万人以上の都市の中で 1 人 1 日当たりのごみ排出量最少を通算して

10 回達成するなど、松山市のごみ排出量は順調に減少しています。 

 一方で、少子高齢化や気候変動のほか、プラスチックごみや食品ロスなど、ごみを取

り巻く状況は急速に変化しており、地域のごみ処理を担う自治体は、これまで以上に知

恵を働かせ、工夫を凝らす必要があります。 

 こうした中、このたび、松山市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を改定しました。 

 今回の改定では、「パートナーシップで未来へつなぐ 環境にやさしい循環型のまち 

まつやま」を基本理念に掲げ、ごみ減量やリサイクルに加え、新しく CO2 排出量の削減

に向けた目標を設定するなど、様々な課題に適切に対応していくための見直しを行って

います。 

 今後は、次代を担う子どもたちに松山の美しく豊かな環境を引き継ぐため、現地・現

場を大切に、市民目線を大切に、様々な主体と連携して、オール松山でごみ減量やリサ

イクルなどを進めていきます。皆様には、本計画が目指す循環型のまちを実現するため、

御理解と御協力をいただきますようお願いします。 

最後に、本計画の策定に当たり御尽力いただいた松山市環境審議会の皆様をはじめ、

貴重な御意見をいただきました市民や事業者の皆様に、心から感謝を申し上げます。 

 

令和３年３月 

松山市長 野志 克仁 
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